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主 文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由  

第１ 請求 

   令和３年１０月３１日施行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙の宮崎県第１

区ないし第３区及び鹿児島県第１区ないし第４区における各選挙をいずれも無

効とする。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、令和３年１０月３１日施行の衆議院議員総選挙（以下「本件選挙」

という。）について、宮崎県第１区ないし第３区及び鹿児島県第１区ないし第

４区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙（以下「小選挙

区選挙」という。）の選挙区割りに関する公職選挙法の規定（同法１３条１項、

別表第１の定める選挙区割り）は、憲法に違反して無効であるから、これに基

づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、

公職選挙法２０４条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に

より容易に認められる事実） 

  (1) 原告ら 

    本件選挙における小選挙区選挙の選挙区のうち、原告Ａは宮崎県第１区の、

原告Ｂは同第２区の、原告Ｃは同第３区の、原告Ｄは鹿児島県第１区の、原

告Ｅは同第２区の、原告Ｆは同第３区の、原告Ｇは同第４区の各選挙人であ

る。 

  (2) 本件選挙 

   ア 令和３年１０月１４日に衆議院が解散され、同月３１日に本件選挙が施

行された。本件選挙当時の衆議院議員の選挙制度では、議員定数は４６５



 

- 2 - 

人で、そのうち２８９人が小選挙区選出議員、１７６人が比例代表選出議

員であり（公職選挙法４条１項）、小選挙区選挙については、全国に２８

９の選挙区を設け、各選挙区において１人の議員を選出するものとされ

（同法１３条１項、別表第１。以下、同法の改正前後を問わずこれらの規

定を併せて「区割規定」と、本件選挙当時の区割規定を「本件区割規定」

と、本件区割規定に基づく選挙区割りを「本件選挙区割り」とそれぞれい

う。）、比例代表選出議員の選挙（以下「比例代表選挙」という。）につ

いては、全国に１１の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選

出するものとされており（同法１３条２項、別表第２）、総選挙において

は、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及

び比例代表選挙ごとに１人１票とされている（同法３１条、３６条。）。 

   イ 本件選挙当日における選挙区間の議員１人当たりの選挙人数の較差は、

最小の鳥取県第１区（２３万０９５９人）を１とすると、東京都第１３区

（４８万０２４７人）が最大の２．０７９（以下、較差に関する数値は、

全て概数である。）であり、宮崎県第１区（３５万４６９１人）は１．５

３６、同第２区（２７万３０７１人）は１．１８２、同第３区（２７万４

０５３人）は１．１８７、鹿児島県第１区（３５万８０７０人）は１．５

５０、同第２区（３３万７１８６人）は１．４６０、同第３区（３１万８

５３０人）は１．３７９、同第４区（３２万５６７０人）は１．４１０で

あった。選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が２倍以上となってい

る選挙区は２９選挙区であった（乙１の２）。 

  (3) 衆議院議員の選挙制度の変遷等 

   ア 昭和２５年に制定された公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、

中選挙区単記投票制を採用していたが、平成６年に公職選挙法の一部を改

正する法律（平成６年法律第２号。その後、平成６年第１０号、第１０４

号により一部改正。）により、従来の中選挙区単記投票制に代わって小選
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挙区比例代表並立制が採用された。    

     平成６年の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に、衆議院議員選挙

区画定審議会設置法（平成６年法律第３号。以下、後記の改正の前後を通

じて「区画審設置法」という。）が制定され、同法１条により設置される

衆議院議員選挙区画定審議会（以下「区画審」という。）は、衆議院小選

挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めると

きは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている

（同法２条）。 

平成２４年法律第９５号（以下「平成２４年改正法」という。）による

改正前の区画審設置法（以下、これを「旧区画審設置法」という。）３条

は、１項において、上記の改定案を作成するにあたっては、各選挙区の人

口（国勢調査の総人口から外国人人口を除いた人口。以下、単に「人口」

という。）の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最

も少ないもので除して得た数が２以上とならないようにすることを基本と

し、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなけ

ればならないものと定めるとともに、２項において、各都道府県の区域内

の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ１を配当することとし（以下、

このことを「１人別枠方式」という。）、この１に、小選挙区選出議員の

定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道

府県に配当した数を加えた数とすると定めていた（以下、この選挙区の区

割基準（以下「区割基準」という。）を「旧区割基準」といい、この規定

を「旧区割基準規定」という。）。   

   イ 平成２１年８月３０日施行の衆議院議員総選挙（以下「平成２１年選挙」

という。）の小選挙区選挙は、平成１４年に成立した公職選挙法の一部を

改正する法律（平成１４年法律第９５号）により改定された選挙区割り

（以下「旧選挙区割り」という。）の下で施行されたものであり、選挙当
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日における選挙区間の選挙人数の最大較差は１対２．３０４であり、選挙

人数が最も少ない選挙区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は４

５選挙区であった（以下「平成２１年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員

の選挙区を定めた平成２４年改正法による改正前の公職選挙法１３条１項

及び別表第１を併せて「旧区割規定」という。）（乙２の１）。 

平成２１年選挙につき、最高裁平成２２年（行ツ）第２０７号同２３年

３月２３日大法廷判決・民集６５巻２号７５５頁（以下「平成２３年大法

廷判決」という。）は、選挙区の改定案の作成に当たり、選挙区間の人口

の最大較差が２倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきもの

とする旧区画審設置法３条１項の定めは、投票価値の平等の要請に配慮し

た合理的な基準を定めたものということができるが、他方、平成２１年選

挙時には、１人別枠方式の下でされた各都道府県への定数配分の段階で、

既に各都道府県間の投票価値にほぼ２倍の最大較差を生ずるなど、各都道

府県にあらかじめ１の選挙区数を割り当てる同条２項の１人別枠方式が平

成２１年選挙における選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因

となっていたことが明らかであり、かつ、１人別枠方式は、新しい選挙制

度導入に当たり、直ちに人口比例のみに基づいて各都道府県への定数の配

分を行った場合には人口の少ない県における定数が急激かつ大幅に削減さ

れることになるため、国政における安定性、連続性の確保を図る必要があ

ると考えられ、この点の配慮なくしては選挙制度の改革の実現自体が困難

であったと認められる状況の下で採られた方策であり、平成２１年選挙時

には本件選挙制度が定着し、安定した運用がされるようになったと評価す

ることができることからすれば、もはや立法時の合理性は失われたものと

いうほかないから、旧区割基準のうち１人別枠方式に係る部分及び旧区割

基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投票価

値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、同判決は、
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これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされな

かったとはいえず、旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法１４条１項等の

憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、事柄の性質

上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やかに旧区割

基準中の１人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法３条１項の趣旨に沿って

旧区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を

講ずる必要があると判示した。 

   ウ 平成２３年大法廷判決を受けて、各政党間による検討及び協議が行われ、

平成２４年１１月１６日、いわゆる０増５減（各都道府県の選挙区数を増

やすことなく議員１人当たりの人口の少ない５県の各選挙区数をそれぞれ

１減ずることをいう。以下同じ。）及び旧区画審設置法の１人別枠方式に

係る部分（同法３条２項）を削除することを内容とする公職選挙法及び区

画審設置法の一部を改正する法律案が平成２４年改正法として成立した。

この改正により、旧区画審設置法３条１項が同改正後の区画審設置法３条

となり、同条の内容である各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口

のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が２以上とな

らないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合

的に考慮して合理的に行わなければならないことのみが区割基準となった。

なお、平成２４年改正法は、附則において、旧区画審設置法３条２項を削

除する改正規定は公布日（平成２４年１月２６日）から施行するものとす

る（同法附則１条）一方で、各都道府県の選挙区の０増５減を内容とする

改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙（別に法律で定める日）から施

行するものとし（同法附則２条）、０増５減を前提に、区画審が選挙区間

の人口較差が２倍未満となるように選挙区割りを定める改正案の勧告を公

布日から６月以内に行い（同法附則３条３項）、政府がその勧告に基づい

て速やかに法制上の措置を講ずべき旨を定めた（同法附則４条）（乙３の
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１、４）。 

     平成２４年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、平成２４年１２月

１６日に施行された衆議院議員総選挙（以下「平成２４年選挙」という。）

までに新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能であったため、同

選挙は平成２１年選挙と同様に旧選挙区割りの下で施行された。平成２４

年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は１対２．４２５であ

り、較差が２倍以上となっている選挙区は７２選挙区であった（乙２の

２）。 

平成２４年選挙につき、最高裁平成２５年（行ツ）第２０９号、第２１

０号、第２１１号同年１１月２０日大法廷判決・民集６７巻８号１５０３

頁（以下「平成２５年大法廷判決」という。）は、同選挙時において旧区

割規定の定める旧選挙区割りは平成２１年選挙時と同様に憲法の投票価値

の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、国会における是正の

実現に向けた取組が平成２３年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の

行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される

合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法

１４条１項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上

で、投票価値の平等は憲法上の要請であり、０増５減の措置における定数

削減の対象とされた県以外の都道府県については、旧区割基準に基づいて

配分された定数がそのまま維持されており、平成２２年国勢調査の結果を

基に１人別枠方式の廃止後の区割基準に基づく定数の再配分が行われてい

るわけではなく、全体として区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の

整備が十分に実現されているとはいえず、そのため、今後の人口変動によ

り再び較差が２倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと想定され

るなど、１人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されているとはいえ

ないのであり、国会においては、今後も平成２４年改正法による改正後の
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区画審設置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続

けられていく必要があると判示した。 

   エ 平成２４年改正法の成立後、同法の附則の規定に基づく区画審の審議、

勧告を経て、平成２５年６月２４日、各都道府県の選挙区数の０増５減を

前提に、選挙区間の人口の較差が２倍未満となるように１７都県の４２選

挙区において区割りを改めることを内容とする平成２４年改正法の一部を

改正する法律案が、平成２５年法律第６８号（以下「平成２５年改正法」

という。）として成立した。 

     上記の各都道府県の選挙区数の０増５減及び選挙区割りの改定の結果、

平成２２年１０月１日を調査時とする大規模国勢調査の結果によれば選挙

区間の人口の最大較差は２．５２４倍から１．９９８倍となるものとされ

ていたが、同２６年１２月１４日施行の衆議院議員総選挙（以下「平成２

６年選挙」という。）当日においては、選挙区間の選挙人数の最大較差は

１対２．１２９であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が２倍

以上となっている選挙区は１３選挙区であった（乙２の３）。 

     平成２６年選挙につき、最高裁平成２７年（行ツ）第２５３号同年１１

月２５日大法廷判決・民集６９巻７号２０３５頁（以下「平成２７年大法

廷判決」という。）は、上記０増５減の措置における定数削減の対象とさ

れた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見

直しを経ておらず、上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、い

まだ多くの都道府県において１人別枠方式を定めた旧区画審設置法３条２

項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは

異なる定数が配分されているということにあり、このような投票価値の較

差が生じたことは、全体として平成２４年改正法による改正後の区画審設

置法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないこ

との表れというべきであるとして、平成２５年改正法による改正後の平成
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２４年改正法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の

要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、

同判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直

しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実

的な選択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割りの改定

後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われ、衆議院に設置され

た検討機関において検討が続けられていること等を併せ考慮すると、平成

２３年大法廷判決の言渡しから平成２６年選挙までの国会における是正の

実現に向けた取組は、同判決及び平成２５年大法廷判決の趣旨に沿った方

向で進められていたものということができ、これらの判決の趣旨を踏まえ

た立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲

法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、平

成２５年改正法による改正後の平成２４年改正法により改正された区割規

定の定める選挙区割りは、憲法１４条１項等の憲法の規定に違反するもの

ということはできないとした上で、国民の意思を適正に反映する選挙制度

が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等に

照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、国会においては、今

後も、衆議院に設置された検討機関において行われている投票価値の較差

の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案の検

討と集約が早急に進められ、平成２４年改正法による改正後の区画審設置

法３条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられてい

く必要があるというべきであると判示した。 

   オ 平成２５年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、「衆議院選

挙制度等に関する与野党実務者協議」等により選挙制度の改革について各

党間の協議が続けられていたが、各党の意見は一致しなかった。そこで、

平成２６年６月１９日の衆議院議院運営委員会の議決により、衆議院選挙
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制度に関する調査、検討等を行うため、衆議院に有識者により構成される

議長の諮問機関として「衆議院選挙制度に関する調査会」（以下「選挙制

度調査会」という。）が設置された。選挙制度調査会に対する諮問事項は、

現行制度を含めた選挙制度の評価、衆議院議員定数削減の処理及び１票の

較差を是正する方途等であり、各会派は、選挙制度調査会の答申を尊重す

るものとされていた。選挙制度調査会は、平成２６年９月以降、定期的な

会合を開催し、上記諮問事項について、各政党からの意見聴取を含めた調

査、検討を行い、同２８年１月１４日、衆議院議長に対し、衆議院選挙制

度に関する調査会答申を提出した（乙３の２、４、８の１ないし１７、１

０、１１の１）。 

上記答申は、衆議院議員の選挙制度の在り方については、現行の小選挙

区比例代表並立制を維持し、議員定数の削減については、衆議院議員の定

数を１０削減して４６５人（小選挙区選出議員の定数につき６削減して２

８９人、比例代表選出議員の定数を４削減して１７６人）とする案が考え

られるとした。また、一票の較差是正については、選挙区間の一票の較差

を２倍未満とすること、小選挙区選挙の定数を各都道府県の人口に比例し

て配分すること、各都道府県への議席配分方式について満たすべき条件と

して、比例性のある配分方式に基づいて各都道府県に配分すること、選挙

区間の一票の較差を小さくするために各都道府県間の一票の較差をできる

だけ小さくすること、各都道府県に配分される議席数の増減変動が小さい

こと、一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることを確認

し、諸外国において採用されている配分方式を含めて検討された結果とし

て、各都道府県への議席配分は、各都道府県の人口を一定の数値（小選挙

区基準除数）で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得ら

れた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式（いわゆ

るアダムズ方式）により行うものとした。そして、各都道府県への議席配



 

- 10 - 

分の見直しは、制度の安定性を勘案し、１０年ごとに行われる大規模国勢

調査の結果による人口に基づき行うものとし、大規模国勢調査の中間年に

実施される簡易国勢調査の結果、較差２倍以上の選挙区が生じたときは、

区画審は、各選挙区間の較差が２倍未満となるように関係選挙区の区画の

見直しを行うものとし、この見直しについては、本来の選挙区の見直しが

１０年ごとに行われることを踏まえて、必要最小限のものとし、都道府県

への議席配分の変更は行わないものとした（乙８の５、１０）。 

カ 選挙制度調査会の前記答申を受けて、平成２８年５月２０日、衆議院議

員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律（平成２

８年法律第４９号（以下「平成２８年改正法」という。））が成立した。

平成２８年改正法は、平成２３年から平成２７年までの累次の大法廷判決

及び上記答申を踏まえ、その本則において、衆議院小選挙区選出議員の選

挙区間における人口の較差について、各都道府県の区域内の選挙区の数を

平成３２年以降１０年毎に行われる大規模国勢調査の結果に基づき、アダ

ムズ方式により配分した上で、各選挙区間の人口の最大較差が２倍以上に

ならないようにすること（平成２８年改正法による改正後の区画審設置法

（以下「「新区画審設置法」という。）３条１項、２項、４条１項）、平

成３７年以降の簡易国勢調査の結果に基づく各選挙区間の最大較差が２倍

以上になったときは、選挙区の安定性を図るとともに較差２倍未満を達成

するため、各都道府県の選挙区数を変更することなく、区画審が較差是正

のために選挙区割りの改正案の作成及び勧告を行うものとすること（同法

３条３項、４条２項）、区画審の勧告の期限について、選挙区の改定に関

する勧告は、統計法５条２項本文の規定により１０年ごとに行われる国勢

調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から１年以内に行うも

のとし（新区画審設置法４条１項）、さらに、区画審は、統計法５条２項

ただし書の規定により上記の国勢調査が行われた日から５年目に当たる年
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に行われる国勢調査の結果による各選挙区の人口のうち、その最も多いも

のを最も少ないもので除して得た数が２以上となったときは、当該国勢調

査の結果による人口が最初に官報で公示された日から１年以内に、上記の

勧告を行うものとすること（同法４条２項）、衆議院議員の定数を４７５

人から１０削減して４６５人（小選挙区選出議員の定数につき６削減して

２８９人、比例代表選出議員の定数につき４削減して１７６人）とするこ

と（平成２８年改正法による改正後の公職選挙法４条１項）を定めるとと

もに、２８年改正法の附則において、平成３２年の大規模国勢調査までの

措置として、平成２７年の簡易国勢調査の結果に基づき、各選挙区の人口

に関し、平成３２年見込人口（平成２７年の簡易国勢調査による人口に平

成２２年の大規模国勢調査から平成２７年の簡易国勢調査までの人口の増

減率を乗じて得た人口）を踏まえ、平成３２年までの５年間を通じて較差

２倍未満となるよう区割りを行うなどの措置を行うこと（平成２８年改正

法附則２条１項）、小選挙区選挙の定数６減の対象県について、平成２７

年の簡易国勢調査に基づき、アダムズ方式により都道府県別定数を計算し

た場合に減員対象となる都道府県のうち、議員１人当たりの人口の最も少

ない都道府県から順に６県とすること（同附則２条２項１号）、平成２８

年改正法の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するため

の望ましい選挙制度の在り方については民意の集約と反映を基本としてそ

の間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が

実現されるよう、不断の見直しが行われるものとすること（同附則５条）

を定めている。 

平成２８年改正法の成立後、区画審による審議が行われ、平成２９年４

月１９日、区画審は、同法附則の規定に基づき、内閣総理大臣に対し、上

記のとおり各都道府県の選挙区数の０増６減の措置を採ることを前提に、

平成２７年の簡易国勢調査に基づく選挙区間の人口の最大較差を２倍未満
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（１．９５６倍）とするのみならず、平成３２年見込人口に基づく選挙区

間の人口の最大較差も２倍未満（１．９９９倍）となるように１９都道府

県の９７選挙区において区割りを改めることを内容とする選挙区割りの改

定案の勧告を行った（乙１４の１・２、１６）。これを受けて内閣は、同

年５月１６日、平成２８年改正法に基づき、同法のうち０増６減を内容と

する公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに、上記改定案に基

づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上

の措置として、平成２８年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し、

平成２９年６月９日、この改正法案が平成２９年法律第５８号（以下「平

成２９年改正法」という。）として成立した。上記０増６減及びこれを踏

まえた選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定は平成２９年

７月１６日から施行された。 

   キ 上記改定の結果、平成２７年１０月１日を調査時とする簡易国勢調査に

基づく人口における各都道府県間の議員 1人当たり人口の最大較差は、１．

８４４倍となり、また、選挙区間の人口の最大較差は１対１．９５６とな

り、平成３２年見込人口に基づく選挙区間の人口の最大較差は１対１．９

９９となるものとされた。平成２９年１０月２２日施行の衆議院議員総選

挙（以下「平成２９年選挙」という。）当日においては、選挙区間の選挙

人数の較差は、選挙人数が最も少ない選挙区（鳥取県第１区）と最も多い

選挙区（東京都第１３区）との間で１対１．９７９であり、選挙人数が最

も少ない選挙区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区は存在しなか

った（乙２の４、１４の１、１８の１）。 

     平成２９年選挙につき、最高裁平成３０年（行ツ）第１５３号同年１２

月１９日大法廷判決・民集７２巻６号１２４０頁（以下「平成３０年大法

廷判決」という。）は、区割規定に係る改正を含む平成２８年改正法及び

平成２９年改正法による改正は、平成３２年に行われる国勢調査の結果に
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基づく選挙区割りの改定に当たり、各都道府県への定数配分を人口に比例

した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の

投票価値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立

法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措

置として、各都道府県の選挙区数の０増６減の措置を採るとともに選挙区

割りの改定を行うことにより、選挙区間の人口等の最大較差を縮小させた

ものであって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制

度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価すること

ができるとした上で、平成２４年改正法及び平成２８年改正法により選挙

区数が減少した県以外の都道府県について、１人別枠方式を含む旧区割基

準に基づいて配分された定数に変更はなく、その中には、アダムズ方式に

よる定数配分が行われた場合と異なる定数が配分されることとなる都道府

県が含まれているが、平成２４年改正法から平成２９年改正法までの立法

措置によって、旧区画審設置法３条２項が削除されたほか、１人別枠方式

の下において配分された定数のうち議員１人当たりの人口の少ない合計１

１県の定数をそれぞれ１減ずる内容の定数配分の見直しや、選挙区間の投

票価値の較差を縮小するための選挙区割りの改定が順次行われたことによ

り、平成２９年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差が上記の

とおり縮小したことに加えて、平成２９年選挙が施行された時点において、

平成３２年以降の１０年ごとの国勢調査の結果に基づく各都道府県への定

数配分をアダムズ方式により行うことによって１人別枠方式の下における

定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたものであり、

このような立法措置の内容やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、

１人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダムズ方式

により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異

にする都道府県が存在していることをもって、本件選挙区割りが憲法の投
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票価値の平等の要求に反するものとなるということはできないとし、これ

らの事情を総合的に考慮すれば、本件区割規定は、投票価値の平等の要請

にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成２３年大法廷判決以降の各

大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものであり、投票価値の平

等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、新たな定数配分の方式をどの時

点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて、国会において考

慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということがで

き、平成２９年選挙当時においては、新区画審設置法３条１項の趣旨に沿

った選挙制度の整備が実現されていたということができ、平成２８年改正

法及び平成２９年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁量権の行

使として合理性を有するというべきであり、平成２７年大法廷判決が平成

２６年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要

求に反する状態は、平成２９年改正法による改正後の平成２８年改正法に

よって解消されたものと評価でき、平成２９年選挙当時において、区割規

定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあ

ったということはできず、同区割規定が憲法１４条１項等に違反するもの

ということはできないと判示した。 

   ク 令和３年１１月３０日に公表された平成３２年（令和２年）の大規模国

勢調査（調査時点：令和２年１０月１日）の結果（確定値）によれば、平

成２２年から平成２７年までの間の人口の増減と、同年から令和２年まで

の間の人口の増減との関係につき、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

福岡県で増加幅が拡大し、その余の３３道府県で減少幅が拡大する結果と

なっており、また、選挙区間の人口の最大格差は２．０９６倍となってい

る（乙１の１・２、２３の１・２）。 

   ケ 新区画審設置法４条１項によれば、令和２年実施の大規模国勢調査の結

果（速報値）が官報で公示された令和３年６月２５日から１年以内（令和
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４年６月２５日まで）に区画審による選挙区割りの改定案が勧告される見

込みであり、実際に、上記官報の公示を受けて改正案の作成に向けて、令

和３年７月２２日以降、数回にわたり区画審において審議が行われている。

令和２年大規模国勢調査の結果に基づいて、新区画審設置法３条２項に基

づく改正後の都道府県別定数を計算すると、定数が増加する選挙区は１０

選挙区、定数が減少する選挙区は１０選挙区であり、都道府県間の最大較

差（人口）は、改定前が１．９７６倍のところ、改定後は１．６９７倍と

なる見込みである（乙１の１の１・２、２３の１・２、２９）。 

 ３ 原告らの主張   

  (1) 憲法５６条２項には「両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合

を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」との定めがあり、憲法１条に

は「主権の存する日本国民」、憲法前文第１文前段には「日本国民は、正当

に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、同第１文後段には「こ

こに主権が国民に存することを宣言し」との定めがそれぞれあるところ、こ

れらの規定からすると、両議院の議事を決する過半数の出席議員を選出した

主権者の数が、全国民の５０％未満の者である場合には、主権を有する国民

が主権を行使しているとはいえず、憲法が定める統治が実現されていないこ

ととなる。国民主権を実現するための選挙制度は、人口比例選挙以外になく、

実務を考慮した上での技術的観点からみて、合理的に実施可能な限りでの人

口比例選挙は、憲法上の要請であって、本件小選挙区選挙は、憲法５６条２

項、１条、前文第１段第１文前段、同第１文後段に違反する。  

  (2）本件選挙において、各都道府県に配分された議員定数は、平成２９年選挙

において各都道府県に配分された議員定数と全く同じであり、都道府県のう

ち１１の都県は、１人別枠方式により分配された定数が維持されており、そ

の結果、ある地域の選挙人の投票価値が他の地域の選挙人の０．４８票分し

かないのであるから、本件選挙区割りが憲法の要求する人口比例選挙に反す
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る違憲状態にあることは明らかである。１人別枠方式を定めた旧区画審設置

法３条２項が削除された後の新区画基準に基づく定数の再配分が行われてい

ない場合に、当該選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態で

あることは、平成２３年大法廷判決、平成２５年大法廷判決及び平成２７年

大法廷判決において明確に判示されているのであるから、１人別枠方式によ

り配分される定数が維持されている都道府県が存在する本件選挙区割りの下

で施行された本件選挙は、違憲状態であったのであり、平成３０年大法廷判

決は上記各判例を不当に変更するものである。 

  (3) 平成３０年大法廷判決は、本件選挙より後の選挙の選挙区割りの投票較差

是正のための立法措置（アダムズ方式採用の立法措置）を、本件選挙時点で

の選挙の選挙区割りが違憲状態か否かの判断にあたって考慮しているが、本

件選挙の違法判断の基準時は処分時たる本件選挙の投票日であるから、選挙

の違法性判断の基準時に関する最高裁判所昭和５１年４月１４日大法廷判

決・民集３０巻３号２２３頁）を不当に変更するものである。     

 ４ 被告らの主張 

  (1) 本件選挙区割りは、平成３０年大法廷判決によって違憲状態に至っていな

いと評価された平成２９年選挙時の選挙区割りと同一のものであり、同判決

によって、平成２７年大法廷判決が判示した違憲状態が解消された旨明示的

に判断されている以上、本件選挙区割りが違憲状態に至っているとはいえな

い。 

確かに、本件選挙時には、選挙区間の最大較差が２倍を僅かに上回ってお

り、較差が２倍以上の選挙区も複数存在した。しかし、区割規定やそれに基

づく選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては、最大較差の数値や較

差が２倍以上となった選挙区の数という客観的かつ形式的な数値だけでなく、

当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや、当該較差を生じさせる要

因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮する必要があるところ、
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①平成２８年改正法は、平成２２年の大規模国勢調査から平成２７年の簡易

国勢調査までの人口の増減率に基づき算出した平成３２年見込人口を基準と

しても最大較差を２倍未満とすることを基本とすることとしたものであり、

当該増減率と異なる人口移動があったことを要因として、結果的に２倍以上

の較差が生じることも当然にあり得るものであり、平成２３年から平成２７

年までの各大法廷判決が問題視してきた１人別枠方式のような選挙制度自体

に起因する構造的な問題により２倍以上の較差が生じたものではないこと、

②そもそも現行の選挙制度では、選挙制度の安定性の要請を勘案し、１０年

又は５年単位で選挙区割りの改定を行うこととされており、また、アダムズ

方式に基づく議席配分を最初に実施する時期自体も、諸般の事情を考慮した

平成２８年改正当時の国会の判断により、平成３２年（令和２年）の大規模

国勢調査以降とされたものであることからすると、平成２９年改正以降アダ

ムズ方式に基づく都道府県別定数を前提とする最初の選挙区割りが決定され

るまでの間を含め、将来の１０年又は５年単位の選挙区割りの各改定の間に

僅かな較差の変動があり得たとしても、１０年又は５年単位で選挙区割りを

行い、是正するという現行の選挙制度が整備されていること、③アダムズ方

式に基づいて都道府県別に定数配分をすれば、都道府県間の最大較差は１．

６９７倍まで下がることが見込まれ、この都道府県別定数を前提に、国勢調

査人口による選挙区間の最大較差が２以上とならないような選挙区割りの改

定案の勧告が令和４年６月２５日までに行われることが法律上予定されてお

り、前記較差は、早晩、確実に解消される見込みであることなどの諸事情を

総合考慮すれば、本件選挙区割りが違憲状態に至っているということはでき

ない。 

  (2) 仮に、本件選挙区割りが違憲状態にあったと評価されるとしても、憲法上

要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない。 

    すなわち、平成３０年大法廷判決は、平成２７年大法廷判決が平成２６年
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選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反す

る状態は、平成２９年改正法による改正後の平成２８年改正法によって解消

されたものと評価することができるとした上で、本件区割規定の定める本件

選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったというこ

とはできず、本件区割規定が憲法１４条１項等に違反するものということは

できないと判示しているところ、本件選挙は、平成３０年大法廷判決後に初

めて行われた総選挙であるから、仮に何らかの事情により同判決における本

件選挙区割りに関する評価が覆り、違憲状態に至っているとされるとしても、

国会において、そのことを認識すべき契機は一切存在せず、その状態を認識

し得ない状況であったことは明らかである。国会は、令和２年の大規模国勢

調査の結果による人口（速報値）が最初に官報に公示された以後、区画審に

おける改正案の勧告を待って、同勧告を踏まえた立法措置を講じることを予

定しており、それとは異なるタイミングで選挙制度の改定を行うことは、平

成２８年改正や平成２９年改正によって設けられた選挙制度が予定するとこ

ろと整合しないばかりか、選挙制度の安定性を考慮して令和２年の大規模国

勢調査以降にアダムズ方式により議席配分を導入することとした判断に正面

から相反するものというべきである。 

以上によれば、国会が、本件区割規定の定める本件選挙区割りについて憲

法上要求される合理的期間内にその是正をしなかったということはできない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているも

のと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の

基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由

との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の

議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙

に関する事項は法律で定めるべきものとされ（４３条２項、４７条）、選挙制
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度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 

   衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用さ

れる場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに

際して、憲法上、議員１人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保

たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべ

きであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮すること

が許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当た

っては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位と

して、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素

を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票

価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところ

である。 

   したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考

慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえ

るか否かによって判断されることになり、国会がかかる選挙制度の仕組みにつ

いて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記

の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができ

ない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである

（最高裁昭和４９年（行ツ）第７５号同５１年４月１４日大法廷判決・民集３

０巻３号２２３頁、最高裁昭和５６年（行ツ）第５７号同５８年１１月７日大

法廷判決・民集３７巻９号１２４３頁、最高裁昭和５９年（行ツ）第３３９号

同６０年７月１７日大法廷判決・民集３９巻５号１１００頁、最高裁平成３年

（行ツ）第１１１号同５年１月２０日大法廷判決・民集４７巻１号６７頁、最

高裁平成１１年（行ツ）第７号同年１１月１０日大法廷判決・民集５３巻８号

１４４１頁、最高裁平成１１年（行ツ）第３５号同年１１月１０日大法廷判

決・民集５３巻８号１７０４頁、最高裁平成１８年（行ツ）第１７６号同１９
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年６月１３日大法廷判決・民集６１巻４号１６１７頁、平成２３年大法廷判決、

平成２５年大法廷判決、平成２７年大法廷判決及び平成３０年大法廷判決参

照）。 

   ２(1) 前記前提事実(2)によれば、本件選挙は、平成２９年選挙と同じ区割規定

による選挙区割りにより施行されたものであるところ、平成２９年選挙の

選挙当日における各選挙区における議員１人当たりの選挙人数の較差が最

大で１対１．９７９であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が

２倍以上となっている選挙区は存在しなかったのに対し、本件選挙当日に

おける各選挙区における議員１人当たりの選挙人数の較差は、最大で１対

２．０７９となっており、また、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較

差が２倍以上となっている選挙区が２９選挙区生じている。平成３０年大

法廷判決は、平成２８年改正法及び平成２９年改正法による改正により講

じられた立法措置の内容とともに、その結果縮小した較差の状況をも考慮

した上で、平成２９年選挙当時において、区割規定の定める選挙区割りが

憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできない

と判断していることからすれば、本件選挙当日において生じた選挙区間の

較差の状況も考慮した上で、本件選挙当時において、平成２８年改正法及

び平成２９年改正法による選挙区割りの改定等が、国会の裁量権の行使と

して合理性を有するといえるかについて、上記１の最高裁昭和４９年（行

ツ）第７５号同５１年４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁以

降の累次の大法廷判決の趣旨を踏まえて、以下において検討する。 

（2）前記前提事実(3)カのとおり、平成２８年改正法は、累次の大法廷判決

（平成２３年から平成２７年までの大法廷判決）及び選挙制度調査会の答

申を踏まえ、本則において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における

人口の較差について、各都道府県の区域内の選挙区の数を平成３２年以降

１０年毎に行われる大規模国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式により
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配分した上で、各選挙区間の人口の最大較差が２倍以上にならないように

すること、平成３７年以降の簡易国勢調査の結果に基づく各選挙区間の最

大較差が２倍以上になったときは、選挙区の安定性を図るとともに較差２

倍未満を達成するため、各都道府県の選挙区数を変更することなく、区画

審が較差是正のために選挙区割りの改正案の作成及び勧告を行うものとす

ること、区画審の勧告の期限について、選挙区の改定に関する勧告は、１

０年ごと又は５年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報

で公示された日から１年以内に行うものとすること、衆議院議員の定数を

１０削減（小選挙区選出議員の定数につき６削減）することを定めるとと

もに、附則において、平成３２年の大規模国勢調査までの措置として、平

成２７年の簡易国勢調査の結果に基づき、各選挙区の人口に関し、平成３

２年見込人口を踏まえ、平成３２年までの５年間を通じて較差２倍未満と

なるよう区割りを行うなどの措置をとること、小選挙区選挙の定数６減の

対象県について、平成２７年の簡易国勢調査に基づき、アダムズ方式によ

り都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員

１人当たりの人口の最も少ない都道府県から順に６県とすること、平成２

８年改正法の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するた

めの望ましい選挙制度の在り方については不断の見直しが行われるものと

することなどを定めている。そして、区画審は、平成２８年改正法附則の

規定に基づき、上記のとおり各都道府県の選挙区数の０増６減の措置を採

ることを前提に、平成２７年の簡易国勢調査に基づく選挙区間の人口の最

大較差を２倍未満（１．９５６倍）とするのみならず、平成３２年見込人

口に基づく選挙区間の人口の最大較差も２倍未満（１．９９９倍）となる

ように１９都道府県の９７選挙区において区割りを改めることを内容とす

る選挙区割りの改定案の勧告を行い、上記０増６減及びこれを踏まえた選

挙区割りの改定を内容とする公職選挙法を改正する平成２９年改正法が成
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立している。 

平成２９年改正法による改正後の平成２８年改正法により講じられたこ

れらの一連の措置は、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる

ことを求めた平成２３年大法廷判決以降の各大法廷判決の趣旨に沿うもの

であり、１人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消し、将来

にわたり機能する選挙区間の投票価値の較差の是正を図るための持続性を

備えた安定的な仕組みを定めたものであるとともに、選挙制度の安定性を

確保する観点から、新たな配分方式を議員定数の配分に反映する時期や配

分の見直しの頻度（間隔）、方法等について漸進的な是正を図るものであ

ると評価することができる。 

他方、前記(1)のとおり、本件選挙当日における各選挙区における議員１

人当たりの選挙人数の較差は、最大で１対２．０７９となっており、また、

選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が２倍以上となっている選挙区

が２９選挙区生じているが、平成３０年大法廷判決により平成２９年選挙

当時において、憲法１４条１項等に違反するものではないとされた区割規

定による選挙区割りと同じ選挙区割りにより施行された本件選挙の選挙当

日の選挙人数の較差が平成２９年選挙時に比べて拡大したのは、平成３２

年の大規模国勢調査までの間の措置として、平成３２年見込人口（平成２

７年の簡易国勢調査による人口に平成２２年の大規模国勢調査から平成２

７年の簡易国勢調査までの人口の増減率を乗じて得た人口）を踏まえ、平

成３２年までの５年間を通じて較差が２倍未満となるように行った選挙区

割りについて、前記増減率と異なる人口移動があったことにより生じたも

のである（前記前提事実(3)ク）。この点については、前記のとおり、平成

２９年改正法による改正後の平成２８年改正法は、選挙制度の安定性を確

保する観点から、１０年又は５年単位で選挙区割りの改定を行うこととし

ているのであるから、アダムズ方式に基づく都道府県別の議員定数を前提
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とする最初の選挙区割りが決定されるまでの間を含め、１０年ごと又は５

年ごとの選挙区割りの改定の間に人口の移動に伴い較差の変動があり得る

ことを前提とした上でこれを是正する仕組みを設けているということがで

きる。そして、本件選挙当日における各選挙区における議員１人当たりの

選挙人数の較差は、最大で１対２．０７９であり、２倍を少し超えるにと

どまっており、平成３２年大規模国勢調査の結果に基づいて選挙区間の最

大較差が２倍以上とならないような選挙区割りの改定案の勧告が令和４年

６月２５日までに行われることが法律上定められており、解消される見込

みである。 

以上の平成２９年改正法による改正後の平成２８年改正法により講じら

れた立法的措置の内容及びその評価、本件選挙当時の較差の状況（較差の

程度及び較差が生じた要因）などの事情を総合考慮すると、本件選挙当時

において、平成２８年改正法及び平成２９年改正法による選挙区割りの改

定等は、国会の裁量権の行使として合理性を有するということができるか

ら、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要

求に反する状態にあったということはできず、本件選挙区割りが憲法に違

反しているということはできない。 

(3) 原告らは、本件選挙が憲法５６条２項、１条、前文第１段第１文前段、同

第１文後段により要請される人口比例選挙に反する旨主張するが、前記で

説示したところからすれば、理由がない。  

また、原告らは、１人別枠方式を定めた旧区画審設置法３条２項が削除

された後の新区画基準に基づく定数の再配分が行われていない場合に、当

該選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であることは、

平成２３年大法廷判決、平成２５年大法廷判決及び平成２７年大法廷判決

において明確に判示されているから、１人別枠方式により配分される定数

が維持されている都道府県が存在する本件選挙区割りの下で施行された本
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件選挙は、違憲状態であったのであり、平成３０年大法廷判決は上記各判

例に反する旨主張する。しかし、平成２３年大法廷判決、平成２５年大法

廷判決及び平成２７年大法廷判決が、投票価値の較差の程度及び較差が生

じた要因を問わずに、直ちに、旧区画審設置法３条２項の１人別枠方式の

定めや同条項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われ

た場合とは異なる定数の配分がされていることが違憲状態にある旨判示し

ていると認めることはできないから、原告らの前記主張は理由がない。 

また、原告らは、平成３０年大法廷判決は、本件選挙より後の選挙の選

挙区割りの投票較差是正のための立法措置（アダムズ方式採用の立法措置）

を、本件選挙時点での選挙の選挙区割りが違憲状態か否かの判断にあたっ

て考慮しているが、本件選挙の違法判断の基準時は処分時たる本件選挙の

投票日であるから、選挙の違法性判断の基準時に関する最高裁判所昭和５

１年４月１４日大法廷判決・民集３０巻３号２２３頁）を不当に変更する

ものである旨主張する。しかし、平成３０年大法廷判決は、平成２８年改

正法及び平成２９年改正法による選挙区割りの前提となる制度が漸進的な

ものであるとの評価を行う上で、平成３２年以降１０年毎に行われる国勢

調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこ

とによって１人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる

立法措置が平成２９年選挙当時講じられているという事情を考慮している

のであるから、違憲判断の基準時の解釈に反するということはできない。         

        ３ 以上によれば、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区

割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということは

できず、本件区割規定が憲法に違反するものということはできない。 

第４ 結論   

よって、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文の

とおり判決する。 
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